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○いわき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

平成18年３月31日いわき市規則第７号 

 

平成18年10月18日いわき市規則第63号 

平成20年３月31日いわき市規則第17号 

平成20年10月14日いわき市規則第40号 

平成22年３月５日いわき市規則第５号 

平成24年３月31日いわき市規則第24号 

平成25年３月29日いわき市規則第12号 

平成26年３月26日いわき市規則第４号 

平成27年12月28日いわき市規則第58号 

平成28年３月31日いわき市規則第16号 

平成28年３月31日いわき市規則第30号 

平成30年３月30日いわき市規則第14号 

平成30年10月１日いわき市規則第47号 

平成31年３月29日いわき市規則第13号 

令和２年６月29日いわき市規則第34号 

令和３年８月12日いわき市規則第45号 

令和５年６月28日いわき市規則第27号 

いわき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

（趣旨） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下

「法」という。）の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令（平成18年政令第10号。以下「政令」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。）に定

めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（審査会の会議の議長） 

 審査会の会議の議長は、会長とする。 

（合議体の数等） 

 政令第８条第１項の規定により、いわき市障害支援区分判定審査会（いわき市障害支援区分
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判定審査会の委員の定数等を定める条例（平成18年いわき市条例第３号）第１条に規定する審査会

をいう。以下「審査会」という。）が取り扱う合議体の数は、４とする。 

２ 合議体を構成する委員の定数は、５人とする。 

（合議体の長） 

 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。 

２ 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に属する委員のうちから当該合議体の長があらかじ

め指名する者が、その職務を代理する。この場合において、合議体の長が複数の委員を指名したと

きは、その定めた順位に従いその職務を代理するものとする。 

（合議体の会議） 

 合議体の会議は、当該合議体の長が招集し、当該合議体の長が当該合議体の会議の議長とな

る。 

２ 合議体の会議は、公開しない。 

（庶務） 

 審査会の庶務は、保健福祉部障がい福祉課において処理する。 

（委任） 

 第２条から前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（介護給付費等の支給の申請等） 

 省令第７条第１項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相

談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（第１号様式。以下「支給申請書兼利

用者負担額減額・免除等申請書」という。）によるものとする。 

２ 市長は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（介護給付費又は訓練等給付費に係るも

のに限る。）の提出があった場合において、介護給付費又は訓練等給付費（以下「介護給付費等」

という。）の支給及び利用者負担額の減額、免除等を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・

特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知

書（第２号様式。以下「支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」という。）によ

り、介護給付費等の不支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・

地域相談支援給付費不支給決定通知書（第３号様式。以下「不支給決定通知書」という。）により、

その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（認定調査を行う職員等に係る身分証明書の携帯） 

 職員又は省令第10条（省令第19条第２項において準用する場合を含む。）のこども家庭庁長
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官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者（以下「調査員」という。）は、法第20条第２項（法

第24条第３項において準用する場合を含む。）の調査（以下「認定調査」という。）を行うときは、

職員にあっては身分証明書を、調査員にあっては障害支援区分認定調査員身分証明書（第４号様式）

を、それぞれ携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（障害支援区分の認定の通知） 

10  政令第10条第３項の規定による通知（法第24条第５項において法第21条を準用する場合を除

く。）は、障害支援区分認定通知書（第５号様式）によるものとする。 

（医師の意見書） 

11  法第21条第２項（法第24条第５項において準用する場合を含む。）の規定により医師に意見

を聴くときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書提出依頼

書（第６号様式）により行うものとする。 

（障害福祉サービス受給者証） 

12  法第22条第８項の受給者証は、障害福祉サービス受給者証（第７号様式）によるものとする。 

（支給決定等の変更申請等） 

13  省令第17条の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼

利用者負担額減額・免除等変更申請書（第８号様式。以下「変更申請書」という。）によるものと

する。 

２ 市長は、変更申請書の提出があった場合において、支給又は利用者負担額の減額、免除等の変更

を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負

担額減額・免除等変更決定通知書（第９号様式。以下「変更決定通知書」という。）により、支給

又は利用者負担額の減額、免除等の不変更を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・地域相談

支援給付費支給不変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等不変更決定通知書（第10号様式。以

下「不変更決定通知書」という。）により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（障害支援区分の変更の認定の通知） 

14  政令第10条第３項の規定による通知（法第24条第５項において法第21条を準用する場合に限

る。）は、障害支援区分変更認定通知書（第11号様式）によるものとする。 

（支給決定取消通知書） 

15  省令第20条第１項の規定による通知は、支給決定取消通知書（第12号様式）により行うもの

とする。 

（申請内容の変更届） 
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16  省令第22条第１項の届出書は、支給決定障害者等居住地等変更届（第13号様式。以下「居住

地等変更届」という。）によるものとする。 

（介護給付費等の請求） 

17  法第29条第６項に規定する請求は、原則として、指定障害福祉サービス（同条第１項に規定

する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を行った日の属する月の翌月の10日までに行うも

のとする。 

（受給者証再交付申請書） 

18  省令第23条第１項の申請書は、受給者証再交付申請書（第14号様式）によるものとする。 

（特例介護給付費等の支給の申請等） 

19  省令第31条第１項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給

付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書（第15号様式。以下「特例介

護給付費等支給申請書」という。）によるものとする。 

２ 市長は、特例介護給付費等支給申請書（特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るものに限る。）

の提出があったときは、その支給又は不支給を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例

特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給（不支給）決定通

知書（第16号様式。以下「特例介護給付費等支給（不支給）決定通知書」という。）により、その

旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

３ 法第30条第３項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、１月につき、同一の月に受けた

同項各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞ

れ政令第19条で定める額（同条で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるとき

は、当該相当する額）を控除して得た額とする。 

20 ⅛╠ 22 ╕≢ 削除 

（特定障害者特別給付費の支給の申請等） 

23  省令第34条の３第１項の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるも

のとする。 

２ 市長は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（特定障害者特別給付費に係るものに限

る。）の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給を決定したときは支給決定通知

書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、特定障害者特別給付費の不支給を決定したとき

は不支給決定通知書により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（特定障害者特別給付費の変更に係る届出等） 
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24  省令第34条の３第４項の届出書は、特定障害者特別給付費変更届出書（第23号様式）による

ものとする。 

２ 省令第34条の５第１項の規定による通知は、特定障害者特別給付費変更通知書（第24号様式）に

よるものとする。 

（特例特定障害者特別給付費の支給の申請等） 

25  省令第34条の４第１項の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。 

２ 市長は、特例介護給付費等支給申請書（特例特定障害者特別給付費に係るものに限る。）の提出

があったときは、その支給又は不支給を決定し、特例介護給付費等支給（不支給）決定通知書によ

り、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の取消し） 

26  省令第34条の６第２項の規定による通知は、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給

付費支給取消通知書（第25号様式）により行うものとする。 

（指定障害福祉サービス事業所等の指定の申請） 

26 ─  省令第34条の７第１項、省令第34条の８第１項、省令第34条の９第１項、省令第34条の

11第１項、省令第34条の12第１項、省令第34条の14第１項、省令第34条の15第１項、省令第34条の

16第１項、省令第34条の17第１項、省令第34条の18第１項、省令第34条の18の２第１項、省令第34

条の18の３第１項、省令第34条の19第１項及び省令第34条の24第１項の申請書は、指定障害福祉サ

ービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定申請書（第25号様式の２。以下

「指定障害福祉サービス事業所等指定申請書」という。）によるものとする。 

（指定障害福祉サービス事業所等の指定の変更の申請） 

26 ─  省令第34条の22及び省令第34条の25の申請書は、指定障害福祉サービス事業所・指定障

害者支援施設指定変更申請書（第25号様式の３）によるものとする。 

（指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新の申請） 

26 ─  省令第34条の７第３項、省令第34条の８第２項、省令第34条の９第２項、省令第34条の

11第２項、省令第34条の12第２項、省令第34条の14第２項、省令第34条の15第２項、省令第34条の

16第２項、省令第34条の17第２項、省令第34条の18第２項、省令第34条の18の２第２項、省令第34

条の18の３第２項、省令第34条の19第２項及び省令第34条の24第２項の申請書は、指定障害福祉サ

ービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定更新申請書（第25号様式の４。

以下「指定障害福祉サービス事業所等指定更新申請書」という。）によるものとする。 

（特例による指定を不要とする旨の申出） 
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26 ─ ─  省令第34条の26の８の申出書は、特例による指定を不要とする旨の申出書（第25号

様式の４の２）によるものとする。 

（指定障害福祉サービス事業所等の変更の届出） 

26 ─  省令第34条の23第１項及び省令第34条の26の規定による届出は、指定障害福祉サービス

事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所変更事項届出書（第25号様式の５。以下「指

定障害福祉サービス事業所等変更事項届出書」という。）により行うものとする。 

（指定障害福祉サービス事業所等の廃止、休止又は再開の届出） 

26 ─  省令第34条の23第３項及び第４項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業所・

指定一般相談支援事業所廃止・休止・再開届出書（第25号様式の６。以下「指定障害福祉サービス

事業所等廃止・休止・再開届出書」という。）により行うものとする。 

（指定障害者支援施設の指定の辞退の届出） 

26 ─  法第47条の規定による辞退は、指定辞退届出書（第25号様式の７）により行うものとす

る。 

（指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

26 ─  省令第34条の28第１項及び第３項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業者・

指定障害者支援施設の業務管理体制の整備に関する事項の届出書（第25号様式の７の２）により行

うものとする。 

（指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出） 

26 ─  省令第34条の28第２項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者

支援施設の業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書（第25号様式の７の３）により行うもの

とする。 

（基準該当障害福祉サービス事業者の登録等） 

27  市長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者（以下「基準該当障害福祉サービス事業

者」という。）について、登録をすることができる。 

２ 前項の規定による登録に係る手続は、指定障害福祉サービスの事業を行う者の指定に係る手順の

例に準じて市長が別に定める。 

３ 市長は、第１項の規定による登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者（以下「登録事業者」

という。）があらかじめ特例介護給付費又は特例訓練等給付費（法第30条第１項に規定する特例介

護給付費又は特例訓練等給付費をいう。以下同じ。）の代理受領について市長に申し出た場合にお

いて、支給決定障害者（法第22条第８項に規定する支給決定障害者をいう。以下同じ。）が当該登
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録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき（当該支給決定障害者が当該登録事業者に法

第22条第８項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。）は、当該支給決定障

害者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介

護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支

給決定障害者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費又は特例訓練等給

付費の支給があったものとみなす。 

（地域相談支援給付費の支給の申請等） 

27 ─  省令第34条の31第１項の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によ

るものとする。 

２ 市長は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（地域相談支援給付費に係るものに限る。）

の提出があった場合において、地域相談支援給付費の支給を決定したときは支給決定通知書兼利用

者負担額減額・免除等決定通知書により、地域相談支援給付費の不支給を決定したときは不支給決

定通知書により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（地域相談支援受給者証） 

27 ─  法第51条の７第８項の地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証（第25号様式の

８）によるものとする。 

（地域相談支援給付費の支給の変更申請等） 

27 ─ ─  省令第34条の44の申請書は、変更申請書によるものとする。 

２ 市長は、変更申請書（地域相談支援給付費に係るものに限る。）の提出があった場合において、

地域相談支援給付費の支給の変更を決定したときは変更決定通知書により、地域相談支援給付費の

支給の不変更を決定したときは不変更決定通知書により、その旨を当該決定を受けた者に通知する

ものとする。 

（申請内容の変更届） 

27 ─  省令第34条の48第１項の届出書は、居住地等変更届によるものとする。 

（地域相談支援給付費の支給の取消し） 

27 ─  省令第34条の49の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。 

（受給者証再交付申請書） 

27 ─  省令第34条の50第１項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。 

（特例地域相談支援給付費の支給の申請等） 
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27 ─  省令第34条の53第１項の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。 

２ 市長は、特例介護給付費等支給申請書（特例地域相談支援に係るものに限る。）の提出があった

ときは、その支給又は不支給を決定し、特例介護給付費等支給（不支給）決定通知書により、その

旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

３ 法第51条の15第２項の特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第３項に規定する指定地域

相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

（平成24年厚生労働省告示第124号）により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域相談支援

に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額）とする。 

（計画相談支援給付費の支給の申請等） 

27 ─  省令第34条の54第１項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書（第25号様式の９）

によるものとする。 

２ 市長は、前項の計画相談支援給付費支給申請書の提出があったときは、その支給又は不支給を決

定し、計画相談支援給付費支給（不支給）決定通知書（第25号様式の10）により、その旨を当該決

定を受けた者に通知するものとする。 

（計画相談支援給付費の支給の取消し） 

27 ─  省令第34条の55第２項の規定による通知は、計画相談支援支給取消通知書（第25号様式

の11）により行うものとする。 

（指定一般相談支援事業所の指定の申請） 

27 ─10 省令第34条の57第１項の申請書は、指定障害福祉サービス事業所等指定申請書によるも

のとする。 

（指定一般相談支援事業所の指定の更新の申請） 

27 ─11 省令第34条の57第２項の申請書は、指定障害福祉サービス事業所等指定更新申請書によ

るものとする。 

（指定一般相談支援事業所の変更の届出） 

27 ─12 省令第34条の58第１項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業所等変更事項届

出書により行うものとする。 

（指定一般相談支援事業所の廃止、休止又は再開の届出） 

27 ─13 省令第34条の58第２項及び第３項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業所等

廃止・休止・再開届出書により行うものとする。 
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（指定特定相談支援事業所の指定の申請） 

27 ─14 省令第34条の59第１項の申請書は、指定特定相談支援事業所指定申請書（第25号様式の

12）によるものとする。 

（指定特定相談支援事業所の指定の更新の申請） 

27 ─15 省令第34条の59第３項の申請書は、指定特定相談支援事業所指定更新申請書（第25号様

式の13）によるものとする。 

（指定特定相談支援事業所の変更の届出） 

27 ─16 省令第34条の60第１項の規定による届出は、指定特定相談支援事業所変更事項届出書（第

25号様式の14）により行うものとする。 

（指定特定相談支援事業所の廃止、休止又は再開の届出） 

27 ─17 省令第34条の60第２項及び第３項の規定による届出は、指定特定相談支援事業所廃止・

休止・再開届出書（第25号様式の15）により行うものとする。 

（指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

27 ─18 省令第34条の62第１項及び第３項の規定による届出は、指定相談支援事業者の業務管理

体制の整備に関する事項の届出書（第25号様式の16）により行うものとする。 

（指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出） 

27 ─19 省令第34条の62第２項の規定による届出は、指定相談支援事業者の業務管理体制の整備

に関する事項の変更届出書（第25号様式の17）により行うものとする。 

（自立支援医療費の支給認定の申請等） 

28  省令第35条第１項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書（第26号様式）によるものと

する。 

２ 省令第36条第１号に規定する育成医療に係る省令第35条第２項第１号の医師の意見書又は診断書

は、自立支援医療（育成医療）意見書（第27号様式）によるものとする。 

３ 市長は、第１項の自立支援医療費支給認定申請書の提出があった場合において、自立支援医療費

の支給を行うことを決定したときは自立支援医療受給者証（第28号様式。以下「受給者証」という。）

により、自立支援医療費の支給を行わないことを決定したときは自立支援医療申請却下通知書（第

29号様式。以下「却下通知書」という。）により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものと

する。 

（指定自立支援医療に係る負担上限月額の管理） 

29  政令第35条の負担上限月額は、自立支援医療負担上限額管理票（第30号様式）により管理す
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るものとする。 

（自立支援医療費の支給認定の変更の申請等） 

30  省令第45条第１項の申請書は、第28条第１項の自立支援医療費支給認定申請書によるものと

する。 

２ 市長は、前項の自立支援医療費支給認定申請書の提出があった場合において、支給認定の変更を

行うことを決定したときは変更後の内容を記載した受給者証により、変更を行わないことを決定し

たときは却下通知書により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（自立支援医療費の申請内容の変更の届出） 

31  省令第47条第１項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届（第31号様式）によ

るものとする。 

（指定自立支援医療の再認定申請等） 

32  第28条第３項の規定による支給認定の決定を受けた者が、その支給認定に係る有効期間満了

後再び当該決定に係る自立支援医療費の申請をしようとするときは、同条第１項の自立支援医療費

支給認定申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の自立支援医療費支給認定申請書の提出があった場合において、再び自立支援医療

費の支給を行うことを決定したときは受給者証により、支給を行わないことを決定したときは却下

通知書により、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（受給者証の再交付の申請等） 

33  省令第48条第１項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書（第32号様式）によるも

のとする。 

（支給認定の取消し） 

34  省令第49条第１項の書面は、自立支援医療支給認定取消通知書（第33号様式）によるものと

する。 

（自立支援医療治療経過の報告等） 

35  法第59条第１項の規定による指定を受けた医療機関は、その担当する自立支援医療について、

市長の指示に基づき、自立支援医療治療経過及び治療予定報告書（第34号様式）により必要な報告

を行わなければならない。 

（医療機関指定申請書） 

36  省令第57条第１項の申請書は、医療機関指定申請書（病院及び診療所用）（第35号様式）に

よるものとする。 
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２ 省令第57条第２項の申請書は、医療機関指定申請書（薬局用）（第36号様式）によるものとする。 

３ 省令第57条第３項の申請書は、医療機関指定申請書（指定訪問看護事業者等用）（第37号様式）

によるものとする。 

（指定医療機関担当医療種類変更承認申請書） 

37  法第59条第１項の規定により指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指

定訪問看護事業者等は、省令第57条第１項第５号若しくは同条第２項第５号又は同条第３項第５号

の担当しようとする自立支援医療の種類を変更しようとするときは、指定医療機関担当医療種類変

更承認申請書（第38号様式）を市長に提出しなければならない。 

（関係帳簿） 

38  市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。 

( １)  自立支援医療給付申請及び決定簿（第39号様式） 

( ２)  指定医療機関台帳（第40号様式） 

（基準該当療養介護医療費の支給の申請等） 

39  省令第64条の３第１項の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。 

２ 市長は、特例介護給付費等支給申請書（基準該当療養介護医療費に係るものに限る。）の提出が

あったときは、その支給又は不支給を決定し、特例介護給付費等支給（不支給）決定通知書により、

その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（補装具費の支給の申請等） 

40  省令第65条の７第１項の申請書は、補装具費購入・借受け・修理支給申請書（第41号様式）

によるものとする。 

２ 市長は、前項の補装具費購入・借受け・修理支給申請書の提出があった場合において、補装具費

の支給を行うことを決定したときは補装具費支給決定通知書（第42号様式）により、補装具費の支

給を行わないことを決定したときは補装具費不支給決定通知書（第43号様式）により、その旨を当

該決定を受けた者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による補装具費の支給の決定を受けた者に対し、補装具費支給券（第44号様

式）を交付するものとする。 

４ 市長は、補装具費支給申請決定簿（第45号様式）を備え、必要な事項を記載しておくものとする。 

（高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等） 

40 ─  省令第65条の９の２第１項及び第３項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給

申請書（第45号様式の２）によるものとする。 
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２ 市長は、前項の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書の提出があったときは、その支給又は

不支給を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書（第45号様式の３）に

より、その旨を当該決定を受けた者に通知するものとする。 

（障害福祉サービス事業等の開始の届出） 

41  法第79条第２項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届（第46号様式）により

行うものとする。 

（障害福祉サービス事業等の変更の届出） 

42  法第79条第３項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届（第47号様式）により

行うものとする。 

（障害福祉サービス事業等の廃止又は休止の届出） 

43  法第79条第４項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届（第48号様式）

により行うものとする。 

  

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

 （平成18年10月18日いわき市規則第63号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （平成20年３月31日いわき市規則第17号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

 （平成20年10月14日いわき市規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 （平成22年３月５日いわき市規則第５号） 

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成22年４月１日から施行する。 

 （平成24年３月31日いわき市規則第24号） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （平成25年３月29日いわき市規則第12号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中いわき市障害者自立支援法施行細
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則第27号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （平成26年３月26日いわき市規則第４号抄） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

３ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （平成27年12月28日いわき市規則第58号） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （平成28年３月31日いわき市規則第16号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 （平成28年３月31日いわき市規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 （平成30年３月30日いわき市規則第14号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 （平成30年10月１日いわき市規則第47号） 

１ この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （平成31年３月29日いわき市規則第13号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 （令和２年６月29日いわき市規則第34号） 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を行っ

て引き続き使用することができる。 

 （令和３年８月12日いわき市規則第45号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 （令和５年６月28日いわき市規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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（第８条、第23条、第27条の２関係） 
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